
①平均登頂率は
衝撃の94.5％！！

（過去5回平均）

②市山岳協会による
手厚いサポート！

（参加者40名に対し11名）

⇓⇓だから⇓⇓

富士登山初挑戦
に最適！

➂プリンスルートを

登頂！⇓とは？

今上天皇皇太子時代に
初登頂の際に利用され
たルート！

相模原市山岳協会

創立70周年記念
8 19月 日 土

20 日日

令和５年

御殿場口登山道

開通140周年記念

西橋本店

☆富士登山に関する問合せ
(公財)相模原市スポーツ協会
電話042-751-5552

協    賛：

旅行企画：相模原観光株式会社
 ・ 実  施

☆旅行及び受付等に関する問合せ
相模原観光株式会社
電話042-753-1116
取扱管理者 中嶋 勇
（神奈川県登録2-208号）

参 加  費 ： お一人様２６，０００円（トレッキング帽子付き）
募集人数 ： ４０名（抽選） ※最小催行人員35名
参加対象 ： 市内在住・在勤・在学（中学生以上）で高所登山

 に支障のない健康状態・体力を有する方。
 ※中学生は保護者同伴

集合場所 ：相模原駅北口(AM７：００)
申込締切 ： ７月13日（木）必着
申込方法 ： 相模原観光株式会社へ往復はがきまたはEメールで

 ①住所(在勤者は勤務先）②氏名（ふりがな）③生年月日
 ④年齢 ⑤性別 ⑤連絡先を明記の上申込む。

事前説明会：令和５年７月２７日(木) １８時３０分～
相模原市立総合学習センターセミナールーム

申 込 先  ：裏面下部参照

市民富士登山 相模原市スポーツ協会

後    援：相模原市



～服装・持ち物～
①靴
●くるぶしまで包まれている軽登山靴
※スニーカーは禁止です。(砂が入って歩けなくなるほか、捻挫など怪我の原因

となります。)
※靴ずれしないよう、事前に履きならしておいて下さい。

②下着（肌着）
●必ず速乾タイプのもの
※綿100%の下着では、急な登りで一汗かいたあと休憩すると、汗が冷えてゾク

ゾクと寒くなり
ます。(筋肉や循環器に負担を与え、疲労の原因となります。)

③手袋
●毛糸又はアクリル製のもの
※怪我の予防と寒さから手を保護するために必要です。

④雨具
●上下別々のセパレート型のもの
※ゴアテックス製が最適ですが、ナイロン地に防水加工された製品でも可。
※富士登山では、ビニールカッパやポンチョは役に立ちません。

⑤服装
●上着は化繊の長袖で、脱着しやすいもの(トレーニングウエアでも可)
※前開きボタンになっているほうが便利です。

●ズボンは化繊の長ズボン(トレーニングウエアでも可)
※ジーンズ・ショートパンツは禁止です。(濡れて歩けなくなるなど怪我の原因

となります）
⑥防寒用具
●薄手のセーター・フリース等で、かさばらないもの
※セパレート型（上下別々）の雨具などと合わせて着ると効果的です。

⑦帽子
●当日、参加者の皆さんに指定の帽子を配布します。(隊毎に色別されたもの)

⑧ザック
●容量が２０～３０リットル程度のもの

※決定した参加者に対し7月27日(木)午後6時30分から事前説明会（当日の服装や持
ち物など）を行う予定です。会場は別途周知いたします。

～ご案内とご注意～
①最少催行人員35名
②旅行代金に含まれるもの
往復バス・宿泊代・登山ガイド代・消費税等諸税

③交通渋滞により予定通り運行できない場合がありますので、あらかじめご了承くだ
さい

④富士山五合目・登山・下山中のトイレ利用はチップ制または有料となり小銭（１回
１００円～３００円程度）が必要となります

⑤富士山美化のためゴミは自宅まで持ち帰り頂きますようお願い致します
⑥バス乗車中はシートベルトをご着用ください
⑦当ツアーは台風等の現地悪天候時には安全を考え、登山ガイドの判断で登山または
ツアーを急遽中止させていただく場合がございます

⑧登山ガイドは相模原出発から相模原到着まで同行となります。当日の様々な状況に
より登山ルートや山小屋出発時間等を登山ガイドの判断で変更する場合がございま
す。また悪天候・強風のため山小屋（宿泊箇所）より上の登山を中止にする場合が
ございます。

⑨五合目へ早く下山された場合でも登山ガイドの指示があるまで五合目で待機いただ
きます

⑩登山行程について当日の天候及び体調等による登山中止の場合、旅行代金の返金は
ございません。

⑪五合目にて天候等の理由で全体登山中止と判断した場合、下記の行程に変更いたし
ます。
8月19日(土) 富士宮口五合目(11:30)…道の駅朝霧高原(12:45～14:15)…河口湖IC…
相模原IC…相模原(17:00～18:30)

⑫コース行程内の歩行時間はあくまでも目安です。登山状況により大幅に変更になる
場合がございます

⑬安全管理・登山者名簿作成のため、お客様の氏名・生年月日・連絡先等をお伺いし
ますのでご協力をお願いいたします。旅行後は当社にてシュレッダーで廃棄させて
いただきます

⑭五合目・山頂では空気が薄く、高山病にかかる恐れがございますので、事前に腹式
呼吸を練習しておくなど体調管理にご注意ください

⑮山小屋は男女共相部屋で一人当たり半畳程度の割り当てで十分に睡眠がとれない場
合がございます。また水は貴重なため水道やお風呂はございません

⑯持病等をお持ちの方は医師等の指示に従ってください
⑰団体行動となりますので登山ガイドを含めた役員の指示に従ってください

ご旅行条件（要約）
●募集型企画旅行契約
この旅行は相模原観光株式会社（神奈川県相模原市中央区千代田2-1-16相模ビル1F 神奈川県知事登録 2-208号。以下「当社」といいます。）が企

画・実施する旅行でありこの旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、説明会でお渡しする資料及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によ

ります。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期

(1)相模原観光株式会社へ往復はがきまたはEメールで①住所(在勤者は勤務先）②氏名（ふりがな）③年齢④性別⑤連絡先を明記の上、お申し込みく
ださい。

(2)お申し込み後、(公財)相模原市スポーツ協会が抽選を行い、当選者へ当選の旨通知した日から7月29日までに旅行代金の支払をしていただきます。
(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金全額を受領したときに成立するものとします。

●取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃、宿泊費、山岳ガイド代、諸経費及び消費税等諸税。これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても

原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）
●特別補償
当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故に

より、その生命、身体または手荷物の上に被せられた一定の損害について、あらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞
金および携行品損害賠償金を支払います。
●旅程保証
当社は別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代金に「規程の率」を乗じた額の変更補償金を旅行終了日から３０日以内に支払います。

●個人情報の取扱について
(1)当社は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込
みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する
保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び
最終旅程表に記載された運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人デー
タを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。
(2)当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾
病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供す
ることについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(3)その他、個人情報の取扱いについては、相模原観光株式会社営業部までお問い合わせください。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は２０２３年６月１５日を基準としております。又、旅行代金は２０２３年６月１５日現在の有効な運賃・規則を基準として算出してい

ます。当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

【往復はがきの場合】

〒252-0237

 神奈川県相模原市中央区

 千代田2-1-16 相模ビル1F

 相模原観光株式会社

 富士登山受付担当 宛

【Ｅメールの場合】

※件名に「市民富士登山」と入れてください。

     sta@tbi.t-com.ne.jp
メール送信の際は、個人情報保護の観点からアドレス間違いに
ご注意ください。

契約解除の日 取消料(お1人様)

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって １.２１日目にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては１１日目) 無料

２.２０日目(日帰り旅行にあっては１０日目)にあたる日以降の解除(３～６を除く) 旅行代金の２０％

３.７日目にあたる日以降の解除(４～６を除く) 旅行代金の３０％

４.旅行開始日の前日の解除 旅行代金の４０％

５.当日の解除(６を除く) 旅行代金の５０％

６.旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の１００％

旅行企画･実施 相模原観光株式会社
(一社)全国旅行業協会 正会員
(一社)日本旅行業協会 協力会員

神奈川県相模原市中央区千代田2-1-16
相模ビル1F

－お問合せ・お申込は(受託販売)－
相模原観光株式会社 神奈川県知事登録 2-208号
総合旅行業務取扱管理者 中嶋 勇
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取
引の責任者です。このご旅行をお申込みする場合において、担
当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上
記旅行業務取扱管理者にご質問ください。
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